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九

一

概
説

１

条
約
の
成
立
経
緯

水
銀
は
、
一
度
環
境
に
排
出
さ
れ
る
と
分
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
然
界
を
循
環
す
る
環
境
残
留
性
及
び
長
距
離
移
動
性
を
有
す
る
。
十
九
世
紀
半
ば
の

(1)
産
業
革
命
以
降
、
水
銀
の
人
為
的
な
排
出
に
よ
り
環
境
中
の
水
銀
濃
度
は
増
加
し
て
い
る
。
先
進
国
に
お
け
る
水
銀
の
使
用
量
は
減
少
し
て
き
て
い
る
も

の
の
、
途
上
国
を
中
心
に
水
銀
が
引
き
続
き
使
用
さ
れ
、
金
の
採
掘
及
び
廃
鉱
山
に
お
け
る
水
銀
汚
染
、
工
場
跡
地
の
残
留
水
銀
の
処
理
の
問
題
等
が
発

生
す
る
な
ど
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
に
よ
る
人
の
健
康
及
び
環
境
へ
の
被
害
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
一
年
（
二
千
九
年
）
二
月
に
開
催
さ
れ
た
国
際
連
合
環
境
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
第
二
十
五
回
管
理
理
事
会
に

(2)
お
い
て
国
際
的
な
水
銀
管
理
に
係
る
法
的
拘
束
力
の
あ
る
文
書
の
作
成
及
び
そ
の
た
め
の
政
府
間
交
渉
委
員
会
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、

平
成
二
十
二
年
（
二
千
十
年
）
以
降
五
回
に
わ
た
っ
て
政
府
間
交
渉
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
平
成
二
十
五
年
（
二
千
十
三
年
）
熊
本
で
開
催
さ
れ
た
外
交

会
議
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
、
署
名
の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
。
我
が
国
か
ら
は
、
岸
田
外
務
大
臣
が
出
席
し
て
署
名
を
行
っ

た
。

２

条
約
締
結
の
意
義

こ
の
条
約
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
人
為
的
な
排
出
及
び
放
出
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合

物
の
規
制
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
、
我
が
国
の
都
市
名
を
冠
し
た
こ
の
条
約
を
締
結
し
、
そ
の
早
期
発
効
に
寄
与
す
る
こ
と
は
、
水

銀
及
び
水
銀
化
合
物
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
た
め
の
国
際
的
な
取
組
の
推
進
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

３

条
約
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

締
約
国
に
つ
い
て
条
約
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
、
新
規
の
水
銀
の
一
次
採
掘
を
禁
止
し
、
既
存
の
一
次
採
掘
に
つ
い
て
は
最
長
十
五
年
の
期
間
に
限

(1)
り
許
可
す
る
こ
と
。

こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
許
可
さ
れ
る
用
途
等
を
目
的
と
す
る
場
合
に
限
り
締
約
国
が
同
意
を
与
え
た
と
き
を
除
く
ほ
か
、
他
の
締
約
国
へ
の
水
銀
の
輸

(2)



二

出
を
許
可
し
な
い
こ
と
。
条
約
が
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
非
締
約
国
へ
の
水
銀
の
輸
出
を
許
可
し
な
い
こ
と
。

附
属
書
に
掲
げ
る
水
銀
添
加
製
品
に
つ
い
て
、
段
階
的
廃
止
期
限
の
後
は
、
当
該
水
銀
添
加
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
輸
出
を
許
可
し
な
い
こ
と
。

(3)

附
属
書
に
掲
げ
る
製
造
工
程
に
お
け
る
水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
の
使
用
の
禁
止
及
び
制
限
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

(4)

附
属
書
に
掲
げ
る
発
生
源
か
ら
の
水
銀
の
大
気
へ
の
排
出
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。
水
銀
の
水
及
び
土
壌
へ
の
放
出
を
規
制
す
る
た
め

(5)
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

水
銀
廃
棄
物
以
外
の
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
暫
定
的
保
管
を
環
境
上
適
正
な
方
法
で
行
う
こ
と
。

(6)

水
銀
廃
棄
物
を
環
境
上
適
正
な
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
。

(7)
４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

こ
の
条
約
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
た
め
の
国
際
協
力
を
促
進
す
る
重
要
な
環
境
条
約
で
あ
り
、
我
が
国
が
そ

の
早
期
発
効
に
寄
与
し
、
こ
の
条
約
の
発
効
当
初
か
ら
締
約
国
と
し
て
条
約
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
積
極
的
に
参
画
し
て
い
く
こ
と
が
我
が
国
の
利
益

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
我
が
国
は
、
条
約
作
成
の
段
階
か
ら
交
渉
に
積
極
的
に
参
加
し
て
き
て
お
り
、
引
き
続
き
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
か

ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
た
め
の
国
際
的
な
取
組
の
推
進
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
姿
勢
を
内
外
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条

約
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
三
十
五
箇
条
、
末
文
及
び
五
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

目
的
（
第
一
条
）

こ
の
条
約
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
人
為
的
な
排
出
及
び
放
出
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

定
義
（
第
二
条
）

こ
の
条
約
上
の
用
語
（
「
水
銀
」
、
「
水
銀
化
合
物
」
、
「
水
銀
添
加
製
品
」
等
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
。

３

水
銀
の
供
給
源
及
び
貿
易
（
第
三
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
に
自
国
の
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
水
銀
の
一
次
採
掘
を
許
可
し
て
は
な
ら

(1)



三

出
を
許
可
し
な
い
こ
と
。
条
約
が
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
非
締
約
国
へ
の
水
銀
の
輸
出
を
許
可
し
な
い
こ
と
。

附
属
書
に
掲
げ
る
水
銀
添
加
製
品
に
つ
い
て
、
段
階
的
廃
止
期
限
の
後
は
、
当
該
水
銀
添
加
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
輸
出
を
許
可
し
な
い
こ
と
。

(3)

附
属
書
に
掲
げ
る
製
造
工
程
に
お
け
る
水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
の
使
用
の
禁
止
及
び
制
限
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

(4)

附
属
書
に
掲
げ
る
発
生
源
か
ら
の
水
銀
の
大
気
へ
の
排
出
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。
水
銀
の
水
及
び
土
壌
へ
の
放
出
を
規
制
す
る
た
め

(5)
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

水
銀
廃
棄
物
以
外
の
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
暫
定
的
保
管
を
環
境
上
適
正
な
方
法
で
行
う
こ
と
。

(6)

水
銀
廃
棄
物
を
環
境
上
適
正
な
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
。

(7)
４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

こ
の
条
約
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
た
め
の
国
際
協
力
を
促
進
す
る
重
要
な
環
境
条
約
で
あ
り
、
我
が
国
が
そ

の
早
期
発
効
に
寄
与
し
、
こ
の
条
約
の
発
効
当
初
か
ら
締
約
国
と
し
て
条
約
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
積
極
的
に
参
画
し
て
い
く
こ
と
が
我
が
国
の
利
益

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
我
が
国
は
、
条
約
作
成
の
段
階
か
ら
交
渉
に
積
極
的
に
参
加
し
て
き
て
お
り
、
引
き
続
き
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
か

ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
た
め
の
国
際
的
な
取
組
の
推
進
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
姿
勢
を
内
外
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条

約
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
三
十
五
箇
条
、
末
文
及
び
五
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

目
的
（
第
一
条
）

こ
の
条
約
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
人
為
的
な
排
出
及
び
放
出
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

定
義
（
第
二
条
）

こ
の
条
約
上
の
用
語
（
「
水
銀
」
、
「
水
銀
化
合
物
」
、
「
水
銀
添
加
製
品
」
等
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
。

３

水
銀
の
供
給
源
及
び
貿
易
（
第
三
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
に
自
国
の
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
水
銀
の
一
次
採
掘
を
許
可
し
て
は
な
ら

(1)
な
い
。
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
に
行
わ
れ
て
い
た
水
銀
の
一
次
採
掘
に
限
り
、
最
長
十
五
年
の
期
間
許
可
す
る
。

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
き
許
可
さ
れ
る
用
途
及
び
第
十
条
に
規
定
す
る
環
境
上
適
正
な
暫
定
的
保
管
の
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
に
限
り
輸
出
締

(2)
約
国
に
対
し
書
面
に
よ
る
同
意
を
与
え
た
締
約
国
へ
の
輸
出
を
除
く
ほ
か
、
水
銀
の
輸
出
を
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
条
約
に
定
め
る
場
合
を
除
く

ほ
か
、
非
締
約
国
へ
の
水
銀
の
輸
出
入
を
許
可
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４

水
銀
添
加
製
品
（
第
四
条
）

締
約
国
は
、
附
属
書
Ａ
に
お
い
て
適
用
除
外
を
定
め
る
場
合
又
は
第
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
当
該
締
約
国
が
適
用
除
外
を
登
録
し
た
場
合
を
除
く
ほ

(1)
か
、
同
附
属
書
第
一
部
に
掲
げ
る
水
銀
添
加
製
品
に
つ
い
て
、
段
階
的
廃
止
期
限
の
後
は
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
水
銀
添
加
製
品
の

製
造
、
輸
入
又
は
輸
出
を
許
可
し
な
い
も
の
と
す
る
。

締
約
国
は
、
附
属
書
Ａ
第
二
部
の
規
定
に
従
っ
て
、
歯
科
用
ア
マ
ル
ガ
ム
の
使
用
を
段
階
的
に
削
減
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

(2)

締
約
国
は
、
自
国
に
つ
い
て
製
造
、
輸
入
及
び
輸
出
が
許
可
さ
れ
て
い
な
い
水
銀
添
加
製
品
が
組
み
立
て
ら
れ
た
製
品
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
防
止

(3)
す
る
措
置
を
と
る
。

５

水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
を
使
用
す
る
製
造
工
程
（
第
五
条
）

締
約
国
は
、
第
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
当
該
締
約
国
が
適
用
除
外
を
登
録
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
附
属
書
Ｂ
第
一
部
に
掲
げ
る
製
造
工
程
に
お
け
る

(1)
水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
の
使
用
に
つ
い
て
、
段
階
的
廃
止
期
限
の
後
は
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
許
可
し
な
い
も
の
と
す
る
。

締
約
国
は
、
附
属
書
Ｂ
第
二
部
の
規
定
に
従
っ
て
、
同
附
属
書
第
二
部
に
掲
げ
る
製
造
工
程
に
お
け
る
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
使
用
を
制
限
す
る
措

(2)
置
を
と
る
。

締
約
国
は
、
自
国
に
つ
い
て
こ
の
条
約
が
効
力
を
生
ず
る
前
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
設
備
に
つ
い
て
、
附
属
書
Ｂ
に
掲
げ
る
製
造
工
程
に
お
け
る
水

(3)
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
使
用
を
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

要
請
に
よ
り
締
約
国
が
利
用
可
能
な
適
用
除
外
（
第
六
条
）

附
属
書
Ａ
及
び
附
属
書
Ｂ
に
掲
げ
る
段
階
的
廃
止
期
限
の
適
用
除
外
の
登
録
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

７

零
細
及
び
小
規
模
な
金
の
採
掘
（
第
七
条
）



四

自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
の
対
象
と
な
る
零
細
及
び
小
規
模
な
金
の
採
掘
及
び
加
工
を
行
う
締
約
国
は
、
当
該
採
掘
及
び
加
工
に
お
け
る

水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
使
用
並
び
に
当
該
採
掘
及
び
加
工
か
ら
生
ず
る
水
銀
の
環
境
へ
の
排
出
及
び
放
出
を
削
減
し
、
及
び
実
行
可
能
な
場
合
に
は
廃
絶

す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

８

排
出
（
第
八
条
）

関
係
す
る
発
生
源
（
附
属
書
Ｄ
に
掲
げ
る
発
生
源
の
分
類
の
一
に
該
当
す
る
発
生
源
）
を
有
す
る
締
約
国
は
、
排
出
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る

(1)
も
の
と
し
、
当
該
措
置
並
び
に
期
待
さ
れ
る
対
象
、
目
標
及
び
結
果
を
定
め
る
自
国
の
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

締
約
国
は
、
新
規
の
発
生
源
に
関
し
、
排
出
を
規
制
し
、
及
び
実
行
可
能
な
場
合
に
は
削
減
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
こ
の
条

(2)
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
五
年
以
内
に
、
利
用
可
能
な
最
良
の
技
術
及
び
環
境
の
た
め
の
最
良
の
慣
行
の
利
用
を
要
求
す
る
。

締
約
国
は
、
既
存
の
発
生
源
に
関
し
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
十
年
以
内
に
、
条
約

(3)
が
定
め
る
一
又
は
二
以
上
の
措
置
を
、
自
国
の
事
情
並
び
に
当
該
措
置
の
経
済
的
及
び
技
術
的
な
実
行
可
能
性
及
び
妥
当
性
を
考
慮
の
上
、
い
ず
れ
か
の

国
内
の
計
画
に
含
め
、
及
び
実
施
す
る
。

９

放
出
（
第
九
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
三
年
以
内
に
及
び
そ
の
後
は
定
期
的
に
、
関
係
す
る
特
定
可
能
な
発
生
源
の
分
類
を

(1)
特
定
す
る
。

関
係
す
る
発
生
源
を
有
す
る
締
約
国
は
、
放
出
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
も
の
と
し
、
当
該
措
置
並
び
に
期
待
さ
れ
る
対
象
、
目
標
及
び
結
果

(2)
を
定
め
る
自
国
の
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

水
銀
廃
棄
物
以
外
の
水
銀
の
環
境
上
適
正
な
暫
定
的
保
管
（
第
十
条
）

10

締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
採
択
さ
れ
る
指
針
を
考
慮
し
、
か
つ
、
同
規
定
に
従
っ
て
採
択
さ
れ
る
要
件
に
従
い
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
締
約

国
に
許
可
さ
れ
る
用
途
の
た
め
の
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
（
一
定
の
水
銀
廃
棄
物
を
除
く
。
）
の
暫
定
的
保
管
が
環
境
上
適
正
な
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

水
銀
廃
棄
物
（
第
十
一
条
）

11



五

自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
の
対
象
と
な
る
零
細
及
び
小
規
模
な
金
の
採
掘
及
び
加
工
を
行
う
締
約
国
は
、
当
該
採
掘
及
び
加
工
に
お
け
る

水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
使
用
並
び
に
当
該
採
掘
及
び
加
工
か
ら
生
ず
る
水
銀
の
環
境
へ
の
排
出
及
び
放
出
を
削
減
し
、
及
び
実
行
可
能
な
場
合
に
は
廃
絶

す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

８

排
出
（
第
八
条
）

関
係
す
る
発
生
源
（
附
属
書
Ｄ
に
掲
げ
る
発
生
源
の
分
類
の
一
に
該
当
す
る
発
生
源
）
を
有
す
る
締
約
国
は
、
排
出
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る

(1)
も
の
と
し
、
当
該
措
置
並
び
に
期
待
さ
れ
る
対
象
、
目
標
及
び
結
果
を
定
め
る
自
国
の
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

締
約
国
は
、
新
規
の
発
生
源
に
関
し
、
排
出
を
規
制
し
、
及
び
実
行
可
能
な
場
合
に
は
削
減
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
こ
の
条

(2)
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
五
年
以
内
に
、
利
用
可
能
な
最
良
の
技
術
及
び
環
境
の
た
め
の
最
良
の
慣
行
の
利
用
を
要
求
す
る
。

締
約
国
は
、
既
存
の
発
生
源
に
関
し
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
十
年
以
内
に
、
条
約

(3)
が
定
め
る
一
又
は
二
以
上
の
措
置
を
、
自
国
の
事
情
並
び
に
当
該
措
置
の
経
済
的
及
び
技
術
的
な
実
行
可
能
性
及
び
妥
当
性
を
考
慮
の
上
、
い
ず
れ
か
の

国
内
の
計
画
に
含
め
、
及
び
実
施
す
る
。

９

放
出
（
第
九
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
三
年
以
内
に
及
び
そ
の
後
は
定
期
的
に
、
関
係
す
る
特
定
可
能
な
発
生
源
の
分
類
を

(1)
特
定
す
る
。

関
係
す
る
発
生
源
を
有
す
る
締
約
国
は
、
放
出
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
も
の
と
し
、
当
該
措
置
並
び
に
期
待
さ
れ
る
対
象
、
目
標
及
び
結
果

(2)
を
定
め
る
自
国
の
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

水
銀
廃
棄
物
以
外
の
水
銀
の
環
境
上
適
正
な
暫
定
的
保
管
（
第
十
条
）

10

締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
採
択
さ
れ
る
指
針
を
考
慮
し
、
か
つ
、
同
規
定
に
従
っ
て
採
択
さ
れ
る
要
件
に
従
い
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
締
約

国
に
許
可
さ
れ
る
用
途
の
た
め
の
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
（
一
定
の
水
銀
廃
棄
物
を
除
く
。
）
の
暫
定
的
保
管
が
環
境
上
適
正
な
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

水
銀
廃
棄
物
（
第
十
一
条
）

11

締
約
国
は
、
水
銀
廃
棄
物
が
環
境
上
適
正
な
方
法
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
、
環
境
上
適
正
な
処
分
の
た
め
に
の
み
回
収
等
さ
れ
る
こ
と
等
の
取
扱
い
の
た
め

に
適
当
な
措
置
を
と
る
。

汚
染
さ
れ
た
場
所
（
第
十
二
条
）

12

締
約
国
は
、
水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
所
を
特
定
し
、
及
び
評
価
す
る
た
め
の
適
当
な
戦
略
を
策
定
す
る
よ
う
努
め
る
。
汚
染
さ

(1)
れ
た
場
所
が
も
た
ら
す
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
措
置
は
、
環
境
上
適
正
な
方
法
で
行
わ
れ
る
。

締
約
国
は
、
汚
染
さ
れ
た
場
所
を
特
定
し
、
評
価
し
、
優
先
順
位
を
決
定
し
、
管
理
し
、
及
び
適
当
な
場
合
に
は
修
復
す
る
た
め
の
戦
略
の
策
定
及
び

(2)
活
動
の
実
施
に
お
い
て
協
力
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
。

資
金
及
び
資
金
供
与
の
制
度
（
第
十
三
条
）

13

締
約
国
は
、
そ
の
能
力
の
範
囲
内
で
、
自
国
の
政
策
、
優
先
度
及
び
計
画
に
従
い
、
こ
の
条
約
の
実
施
を
意
図
す
る
各
締
約
国
の
活
動
に
関
す
る
資
金

(1)
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

適
当
か
つ
予
測
可
能
な
及
び
時
宜
を
得
た
資
金
供
与
を
行
う
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
定
め
る
。

(2)

締
約
国
会
議
及
び
資
金
供
与
の
制
度
を
構
成
す
る
主
体
は
、
締
約
国
会
議
の
第
一
回
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
取
決
め
に

(3)
つ
い
て
合
意
す
る
。

全
て
の
締
約
国
は
、
そ
の
能
力
の
範
囲
内
で
、
資
金
供
与
の
制
度
へ
の
貢
献
が
要
請
さ
れ
る
。

(4)
能
力
形
成
、
技
術
援
助
及
び
技
術
移
転
（
第
十
四
条
）

14

締
約
国
は
、
そ
の
能
力
の
範
囲
内
で
、
開
発
途
上
締
約
国
等
が
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
援
助
す
る
た
め
、
時
宜
を
得
た
適
当
な
能

力
形
成
及
び
技
術
援
助
を
提
供
す
る
た
め
に
協
力
す
る
。

実
施
及
び
遵
守
に
関
す
る
委
員
会
（
第
十
五
条
）

15

こ
の
条
約
の
全
て
の
規
定
の
実
施
を
促
進
し
、
及
び
遵
守
を
再
検
討
す
る
た
め
、
締
約
国
会
議
の
補
助
機
関
と
し
て
の
委
員
会
を
含
む
仕
組
み
を
設
け

る
。健

康
に
関
す
る
側
面
（
第
十
六
条
）

16



六

締
約
国
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
々
、
特
に
、
被
害
を
受
け
や
す
い
人
々
を
特
定
し
、
及
び
保
護
す
る
た
め
の
戦
略
及
び
計
画
の
作
成
及
び
実
施

を
促
進
す
る
こ
と
、
水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
へ
の
曝
露
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
人
々
に
対
す
る
予
防
、
治
療
及
び
ケ
ア
の
た
め
の
適
当
な
保
健
サ
ー
ビ
ス

ば
く

を
促
進
す
る
こ
と
等
を
行
う
よ
う
奨
励
さ
れ
る
。

情
報
の
交
換
（
第
十
七
条
）

17

締
約
国
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
に
関
す
る
科
学
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
な
情
報
並
び
に
法
律
に
関
す
る
情
報
等
の
交
換
を
円
滑
に
す
る
。

公
衆
の
た
め
の
情
報
、
啓
発
及
び
教
育
（
第
十
八
条
）

18

締
約
国
は
、
そ
の
能
力
の
範
囲
内
で
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
健
康
及
び
環
境
へ
の
影
響
等
に
関
す
る
情
報
を
公
衆
に
提
供
し
、
並
び
に
適
当
な
場
合

に
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
へ
の
曝
露
が
人
の
健
康
及
び
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
連
す
る
教
育
、
訓
練
及
び
啓
発
を
行
う
活
動
等
を
促
進
し
、
及
び
円

ば
く

滑
に
す
る
。

研
究
、
開
発
及
び
監
視
（
第
十
九
条
）

19

締
約
国
は
、
自
国
の
事
情
及
び
能
力
を
考
慮
し
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
使
用
、
消
費
、
大
気
へ
の
人
為
的
な
排
出
並
び
に
水
及
び
土
壌
へ
の
人
為
的

な
放
出
に
関
す
る
目
録
等
の
開
発
及
び
改
良
の
た
め
協
力
す
る
こ
と
に
努
め
る
。

実
施
計
画
（
第
二
十
条
）

20

締
約
国
が
こ
の
条
約
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
実
施
計
画
を
作
成
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

報
告
（
第
二
十
一
条
）

21

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
並
び
に
こ
の
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
の
当
該
措
置
の
有
効
性
及
び
生
じ
得
る
課
題
に
つ

い
て
、
締
約
国
会
議
に
報
告
す
る
。

有
効
性
の
評
価
（
第
二
十
二
条
）

22

締
約
国
会
議
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
六
年
以
内
に
及
び
そ
の
後
は
締
約
国
会
議
が
決
定
す
る
間
隔
で
定
期
的
に
、
こ
の
条
約
の
有
効
性
を

評
価
す
る
。

締
約
国
会
議
及
び
事
務
局
（
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
）

23



七

締
約
国
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
々
、
特
に
、
被
害
を
受
け
や
す
い
人
々
を
特
定
し
、
及
び
保
護
す
る
た
め
の
戦
略
及
び
計
画
の
作
成
及
び
実
施

を
促
進
す
る
こ
と
、
水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
へ
の
曝
露
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
人
々
に
対
す
る
予
防
、
治
療
及
び
ケ
ア
の
た
め
の
適
当
な
保
健
サ
ー
ビ
ス

ば
く

を
促
進
す
る
こ
と
等
を
行
う
よ
う
奨
励
さ
れ
る
。

情
報
の
交
換
（
第
十
七
条
）

17

締
約
国
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
に
関
す
る
科
学
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
な
情
報
並
び
に
法
律
に
関
す
る
情
報
等
の
交
換
を
円
滑
に
す
る
。

公
衆
の
た
め
の
情
報
、
啓
発
及
び
教
育
（
第
十
八
条
）

18

締
約
国
は
、
そ
の
能
力
の
範
囲
内
で
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
健
康
及
び
環
境
へ
の
影
響
等
に
関
す
る
情
報
を
公
衆
に
提
供
し
、
並
び
に
適
当
な
場
合

に
は
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
へ
の
曝
露
が
人
の
健
康
及
び
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
連
す
る
教
育
、
訓
練
及
び
啓
発
を
行
う
活
動
等
を
促
進
し
、
及
び
円

ば
く

滑
に
す
る
。

研
究
、
開
発
及
び
監
視
（
第
十
九
条
）

19

締
約
国
は
、
自
国
の
事
情
及
び
能
力
を
考
慮
し
、
水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
使
用
、
消
費
、
大
気
へ
の
人
為
的
な
排
出
並
び
に
水
及
び
土
壌
へ
の
人
為
的

な
放
出
に
関
す
る
目
録
等
の
開
発
及
び
改
良
の
た
め
協
力
す
る
こ
と
に
努
め
る
。

実
施
計
画
（
第
二
十
条
）

20

締
約
国
が
こ
の
条
約
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
実
施
計
画
を
作
成
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

報
告
（
第
二
十
一
条
）

21

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
並
び
に
こ
の
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
の
当
該
措
置
の
有
効
性
及
び
生
じ
得
る
課
題
に
つ

い
て
、
締
約
国
会
議
に
報
告
す
る
。

有
効
性
の
評
価
（
第
二
十
二
条
）

22

締
約
国
会
議
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
六
年
以
内
に
及
び
そ
の
後
は
締
約
国
会
議
が
決
定
す
る
間
隔
で
定
期
的
に
、
こ
の
条
約
の
有
効
性
を

評
価
す
る
。

締
約
国
会
議
及
び
事
務
局
（
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
）

23

締
約
国
会
議
の
第
一
回
会
合
は
、
国
際
連
合
環
境
計
画
事
務
局
長
が
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
日
の
後
一
年
以
内
に
招
集
し
、
そ
の
後
は
、
締
約
国
会

(1)
議
が
決
定
す
る
一
定
の
間
隔
で
開
催
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
締
約
国
会
議
が
こ
の
条
約
に
よ
り
課
さ
れ
た
任
務
を
実
施
す
る
た
め
に
行
う
こ
と

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
条
約
の
事
務
局
の
任
務
は
、
締
約
国
会
議
の
議
決
に
よ
り
、
他
の
国
際
機
関
に
事
務
局
の
任
務
を
委
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
決
定
し
な
い
限
り
、

(2)
国
際
連
合
環
境
計
画
事
務
局
長
が
遂
行
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
務
局
の
任
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

紛
争
の
解
決
（
第
二
十
五
条
）

24

こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
締
約
国
間
の
紛
争
の
解
決
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

最
終
条
項
（
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
）

25

こ
の
条
約
の
改
正
、
附
属
書
の
採
択
及
び
改
正
、
投
票
権
、
署
名
、
批
准
等
、
効
力
発
生
、
留
保
、
脱
退
、
正
文
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

附
属
書

26

水
銀
添
加
製
品
（
附
属
書
Ａ
）

(1)

電
池
、
ス
イ
ッ
チ
及
び
継
電
器
等
第
四
条
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
水
銀
添
加
製
品
並
び
に
そ
の
段
階
的
廃
止
期
限
に
つ
い
て
定
め
る
（
第
一

(ｱ)
部
）
。

第
四
条
３
の
規
定
に
関
し
、
歯
科
用
ア
マ
ル
ガ
ム
の
使
用
を
段
階
的
に
削
減
す
る
た
め
の
締
約
国
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
（
第
二
部
）
。

(ｲ)
水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
を
使
用
す
る
製
造
工
程
（
附
属
書
Ｂ
）

(2)

ク
ロ
ル
ア
ル
カ
リ
製
造
等
第
五
条
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
工
程
及
び
そ
の
段
階
的
廃
止
期
限
に
つ
い
て
定
め
る
（
第
一
部
）
。

(ｱ)

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
製
造
等
第
五
条
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
工
程
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
に
つ
い
て
締
約
国
が
と
る
措
置
に
つ
い
て
定
め
る

(ｲ)
（
第
二
部
）
。

零
細
及
び
小
規
模
な
金
の
採
掘
（
附
属
書
Ｃ
）

(3)

自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
零
細
及
び
小
規
模
な
金
の
採
掘
及
び
加
工
が
軽
微
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
定
す
る
締
約
国
に
つ
い
て
、
当
該
締
約
国
が

作
成
し
、
及
び
実
施
す
る
国
の
行
動
計
画
に
含
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
。



八

水
銀
及
び
水
銀
化
合
物
の
大
気
へ
の
排
出
に
係
る
特
定
可
能
な
発
生
源
の
一
覧
表
（
附
属
書
Ｄ
）

(4)

第
八
条
に
規
定
す
る
「
関
係
す
る
発
生
源
」
の
分
類
に
つ
い
て
定
め
る
。

仲
裁
手
続
及
び
調
停
手
続
（
附
属
書
Ｅ
）

(5)

こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
係
る
締
約
国
間
の
紛
争
に
関
す
る
仲
裁
手
続
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び
調
停
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
。

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

１

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案
及
び
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

２

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。
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定
す
る
「
関
係
す
る
発
生
源
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の
分
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に
つ
い
て
定
め
る
。

仲
裁
手
続
及
び
調
停
手
続
（
附
属
書
Ｅ
）

(5)

こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
係
る
締
約
国
間
の
紛
争
に
関
す
る
仲
裁
手
続
及
び
調
停
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
。

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

１

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案
及
び
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

２

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。
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